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市からの連絡帳

による年金相談を実施していますの
で、ぜひご利用ください。
□予約相談
平日…午後３時～５時
休日相談日（第２土曜日のみ）
…午前１０時～午後３時３０分
□予約方法
　相談希望日の１か月前から予約の
受付をします。予約受付電話また
は、社会保険事務所の窓口で相談希
望日時をお伝えください。その際、
基礎年金番号・氏名・住所・電話番
号を確認しますので、お手元に年金
手帳をご用意ください。
建予約専用受付電話　
札０４２２－５６－２４４５
（平日午前８時３０分～午後５時１５分）
　問 武蔵野社会保険事務所　
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

 子育て 

■母子家庭のお子さんのため
の就学支度資金・修学資金
　東京都母子福祉資金・東京都女性
福祉資金貸付制度では、母子家庭の
お子さんのために、一定額を限度に
貸し付けをしています。
□就学支度資金　小学校・中学校・
高校・短大・大学・専修学校に入学
するために必要な資金
□修学資金　高校・短大・大学・高
専・専修学校の修学のために必要な
資金
※当制度では、母子自立支援員との
面談が必要です（事前予約制）。
※詳細は、お問い合わせを。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■ひとり親家庭等医療費助成制度
　ひとり親家庭等医療助成の現況届
を提出され、平成２０年度ひとり親家
庭等医療費助成制度に該当した方
へ、今月末に新医療証（２１年１月１
日から１２月３１日まで有効）を郵送し
ます。現況届未提出の方は至急ご提
出ください。
　この制度は１８歳に達した日に属す
る年度末日（障害がある場合は２０歳未
満）までの児童のいるひとり親家庭お
よび、ひとり親家庭に準ずる家庭に対
して、保険診療でかかった医療費の自
己負担分を助成する制度です。
興新規申請
□助成対象　下記のいずれかに該当
する児童を扶養（監護かつ生計維持）
する父・母・養育者
①父母が離婚した児童
②婚姻によらず出生し父の扶養を受
けない児童
③父または母に１年以上遺棄されて
いる児童
④父または母が、死亡・重度障害・
１年以上の拘禁・生死不明である児
童
□申請書類
①申請書②戸籍謄本③平成２０年１月
２日以降市内へ転入された方は、平
成２０年１月１現在の住所地の市区町
村長の発行する「平成２０年度所得証
明書」（扶養人数、各種控除額、課税
状況等記載されているもの）④加入
保険証⑤「身体障害者手帳」または
「愛の手帳」（お持ちの方）⑥印鑑

ら１年間
□必要書類
①耐震基準適合住宅に係る固定資産
税の減額適用申告書
②耐震改修工事証明書
③耐震改修工事費用の領収書
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

■国民健康保険高齢受給者証
の現役並み所得者の一部負担
金割合の判定基準の見直し
　現在、国民健康保険高齢受給者証
の一部負担金の割合が３割負担の方
で、下記の条件に該当し、認定を受
けた方は平成２１年１月から１割負担
となります。該当の方には基準収入
額適用申請書を郵送していますので
申請してください。
□判定基準　下記の①②ともに該当
する場合
①同一世帯の７０～７４歳の国保被保険
者が１人で、住民税課税所得１４５万
円以上かつ収入が３８３万円以上
②同一世帯の長寿医療制度（後期高
齢者医療制度）に移行した旧国保被
保険者を含めた収入の合計が５２０万
円未満
　すでに基準収入額適用申請を行
い、経過措置に該当し、高齢受給者
証の一部負担金の割合の表示が『３
割　※自己負担限度額「一般」適用』
となっている方は、改めて申請する
必要はありません。
　認定された方については、随時新
しい高齢受給者証を郵送します。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■長寿医療制度（後期高齢者医療
制度）の現役並み所得者の一部負
担金割合の判定基準の見直し
　病院などの窓口で支払う一部負担
金で現在、保険証の一部負担金の割
合が３割負担の方で、下記の条件に
該当する方は平成２１年１月から１割
負担となります。
□判定基準　被保険者、同一世帯の
７０～７４歳の方を含めた前年の収入が
５２０万円未満
　同一世帯内にほかの後期高齢者医
療制度の被保険者がいない方（ただ
し住民税課税所得が１４５万円以上）
で、当該世帯内に７０～７４歳の方がい
る場合、すでに案内（基準収入額適
用申請のお知らせ）を送付していま
す。必ず申請してください。
□必要書類　被保険者証、印鑑・確
定申告書の写しな

ど

　すでに基準収入額適用申請を行い
経過措置の対象者で被保険者証の一
部負担金が『３割　※自己負担限度
額「一般」適用』となっている方は、
改めて申請する必要はありません。
　問 東京都後期高齢者医療広域連合
（札０５７０－ ０８６ －

ハロー

 ５１９ 　胃０５７０－
コウイキ

 ０８６ 
ハロー

－ ０７５ ※土・日曜日、祝日を除く午前
７５

９時～午後５時）
※ＰＨＳ、ＩＰ電話（ひかり電話）
の方は（札０３－３２２２－４４９９）へ
「東京いきいきネット」　HP で情報提供
を行っています。ご利用ください。
　HP  http://www.tokyo－ikiiki.net
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２３）

■予約による年金相談
　武蔵野社会保険事務所では、予約

④納税義務者の方の住民票
～一定の熱損失防止改修工事とは～
　窓、床、天井、壁の断熱性を高め
る改修工事（外気などと接するもの
の工事。窓の改修工事を含めた工事
であることが必須）
興住宅のバリアフリー改修
　平成１９年１月１日以前から市内に
所在する家屋のうち、６５歳以上の方
および要介護もしくは要支援の認定
を受けている方ならびに障害をお持
ちの方が居住する建物（賃貸住宅を
除く）で、平成１９年４月１日から平
成２２年３月３１日までの間に一定のバ
リアフリー改修工事を行った場合、
改修工事が完了した年の翌年度分の
固定資産税（当該住宅の１００㎡の床面
積相当部分まで）を３分の１減額し
ます（都市計画税は含まれません）。
□要件
①改修工事後３か月以内に申告を行
うこと
②バリアフリー改修工事に要した費
用（補助金などを除く自己負担額）
が３０万円以上であること
③現在、新築住宅軽減および耐震改
修に伴う減額を受けていない建物で
あること
□必要書類
①住宅のバリアフリー改修に伴う固
定資産税の減額適用申告書
②バリアフリー改修工事に要した費
用の領収書、改修工事の内容などを
確認できる書類（工事明細書、現場
の写真な

ど）
③納税義務者の方の住民票
④改修住宅にお住まいの方により次
のいずれかの書類
敢居住者が６５歳以上の場合はその方
の住民票
柑居住者が要介護または要支援を受
けている場合はその方の被保険者証
桓居住者が障害をお持ちの場合はそ
の方の障害を証する書類
※補助金などの交付を受けた場合
は、交付を受けたことを確認するこ
とができる書類
～一定のバリアフリー改修工事とは～
　廊下の拡幅、階段のこう配の緩
和、浴室改良、便所改良、手すりの
設置、屋内の段差の解消、引き戸へ
の取り替え工事、床表面の滑り止め
化
※詳細は資産税課にご相談を。
興住宅の耐震改修
　昭和５７年１月１日以前からある住
宅の耐震改修工事を行った場合、改
修工事が完了した年の翌年度分の固
定資産税（当該住宅の１２０㎡の床面積
相当部分まで）を２分の１減額しま
す（都市計画税は含まれません）。
□要件
①改修工事後３か月以内に申告を行
うこと
②耐震改修工事に要した費用が３０万
円以上であること
□減額期間
①平成１８年１月１日～平成２１年１２月
３１日に改修完了した場合、翌年度か
ら３年間
②平成２２年１月１日～平成２４年１２月
３１日に改修完了した場合、翌年度か
ら２年間
③平成２５年１月１日～平成２７年１２月
３１日に改修完了した場合、翌年度か

 届け出 

■年末年始の市民課窓口 
　混雑予想
　年末年始（おおむね１２月２２日から
翌年１月１６日まで）は、窓口が大変
混み合います。特に混雑が予想され
る日は、１２月２２日捷、２４日昌、２５日
昭・１月５日捷、１３日昇です。混雑
の緩和にご協力をお願いします。
　市外への転出には、２週間前か
ら、転入・市内の転居には、お引越
し後２週間の手続期間がありますの
で、混雑が予想される日を避けてく
ださい。
　なお、住民票の異動、印鑑登録お
よび証明発行業務は、各出張所でも
お取扱いします。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■国税申告・納税サービス　
（ｅ－Ｔａｘ）
　国税申告・納税サービス（ｅ－Ｔａ
ｘ）を利用するには、住民基本台帳カ
ードおよび電子証明書が必要です。
　毎年１２～３月は市民課窓口の混雑
が予想されます。手続きの際は、時
間に余裕をもってお越しください。
□住民基本台帳などカードの取得手続き
即日交付…運転免許証や旅券、その
他官公署の発行した顔写真の貼付し
てある資格証明書などをお持ちの方
照会交付…上記資格証明書などをお
持ちでない方は、申請後ご本人あて
に照会文書を郵送し、再度来庁して
手続きをしていただくことになり、
１週間程度かかります。
　これらの電子申告を利用される方
は早めの手続きをお願いします。
「ｅ－Ｔａｘ」についての詳細は　HP 
で確認できます。
　HP  http://www.e-tax.nta.go.jp
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 税・国保・年金 

■固定資産税の減額
興住宅の省エネ改修
　平成２０年１月１日以前から市内に
所在する住宅（賃貸住宅を除く）で、
平成２０年４月１日から平成２２年３月
３１日までの間に一定の省エネ改修
（熱損失防止改修）工事を行った場
合、改修工事が完了した年の翌年度
分の固定資産税（当該住宅の１２０㎡の
床面積相当部分まで）を３分の１減
額します（都市計画税は含まれませ
ん）。
□要件
①改修工事後３か月以内に申告を行
うこと
②熱損失防止改修工事に要した費用
が３０万円以上であること
③現在、新築住宅軽減および耐震改
修に伴う減額を受けていない建物で
あること
□必要書類
①住宅の熱損失防止改修に伴う固定
資産税の減額適用申告書
②熱損失防止改修工事証明書
③熱損失防止改修工事に要した費用
の領収書


